
生ごみ・燃やせるごみ生ごみ・燃やせるごみ 燃やせないごみ・資源物Collection Days of Burnable Refuse and kitchen waste Collection Days of Non-Burnable Refuse and Recycle Refuse

（ 赤字 は、祝日等による収集代替日です。ご注意ください。）

地区名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 12月11月10月 １月 ２月 ３月曜日
月

坂瀬川地区

志岐地区（年柄区を除く）

富岡地区

都呂々地区及び年柄区

第１㈬

第２㈬

第３㈬

第４㈬

●レシート、写真、
　カーボン紙等
●レシート、写真、
　カーボン紙等

直管型・丸型・電球型の蛍光灯・白熱灯・LED灯

マンガン・アルカリ乾電池

金属製調理器具等（なべ、釜、やかん、フライパン、ボウル、金ざる、玉じゃくし、
計量カップ、蒸し器、水筒、その他については一辺が40㎝以内のもの）
金属製調理器具等（なべ、釜、やかん、フライパン、ボウル、金ざる、玉じゃくし、
計量カップ、蒸し器、水筒、その他については一辺が40㎝以内のもの）

※これらのプラスチック類は、すべて一緒の袋に入れてもかまいません。

❶シールやテープ類は取り除く。
❷ペットボトル等のフタやチューブなどの小さな物は中身の見える袋に
　「こぶし大」にまとめて出す。
❸家庭用として使用する「除草剤等」の容器も「プラマーク」が表示
　されているものは対象となります。

　　　　　　　　　

食品や日用品が入っていたプラスチック製の袋や容器類、包装類など　
「プラマーク」が表示されている物が対象となります。

卵パックや弁当ガラ、カップ、
果物を入れるネット等（ （但し、臭いがひどく虫がつきやすいものは、

新聞紙等に包んで「燃やせるごみ」へ
但し、臭いがひどく虫がつきやすいものは、
新聞紙等に包んで「燃やせるごみ」へ（ （

▲その他の容器類
▶
袋
類

◀
ボ
ト
ル
類

▼色付き発泡トレー

ペットボトルの表示（PET1）があるものは出せます。
❶フタを外す。（ラベルは外さなくてよい。）
 （フタは「プラマーク容器包装類」へ）
❷調味料のペットボトルは「プラマーク容器包装類」へ

※つぶさずに
　出してください。　

白色の食品用トレーや食品等が入っていた
発泡スチロール製の箱類、電気製品等の
緩衝材が対象となります。
❶ラベルやシールははがす。
❷発泡スチロールは色付きも出せます。（発泡トレーの色付きは「プラマーク容器包装類」へ）

▲白色発泡トレー▲白色発泡トレー ▲発泡スチロール▲発泡スチロール

※つぶさずに出してください。

飲料用、缶詰、ミルク缶・菓子缶
などの金属製缶
❶異物（金属でないもの）は取り除く。 

※フタを外してください
❶プラスチック製の

フタは「プラマーク
容器包装類」へ。

❷口部分は取り外し
が困難な場合は外
さなくても結構で
す。

❸ 金 属 製 の フ タ は 
「燃やせないごみ」
へ。

※
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一升ビン・ビールビンなど
店で引き取って
くれるビン
生きビン

飲料用や食品用などの使い捨てビン
透明のビン 茶色のビン その他の色のビン

新聞・チラシ
❶新聞とチラシは一緒に
　して、４つ折りもしくは
　２つ折りサイズにして
　出す。

段ボール
❶金具や粘着テープを
　外す。

その他の紙 （雑誌、冊子、厚紙、コピー用紙、封筒、
   　トイレットペーパーやラップの芯等）

❶ビニールなどを外す。
❷ホチキスは外さなくてよい。
❸トイレットペーパーやラップの芯は、
　散らばらないように紙袋等に入れて出す。

※個人情報が記載されている
　紙は、ご注意ください。
※名刺サイズ以上のものから出せます。

※大きさをそろえ、ひもでしばって出してください。※大きさをそろえ、ひもでしばって出してください。 ※その他の紙、牛乳パック、その他紙パックは、ひとまとめ

●荷崩れしないようにひもでしっかりしばること。
●カッパなどビニール製品・綿の入った衣類、毛布は、「燃やせないごみ」に出すこと。
●ボタン・チャックは外さずそのまま出してよい（古着として再活用）。

❶汚れは落として出す。
❷なべ蓋やフライパンなどの木・プラスチック製の取っ手は外さなくてよい。

カセットボンベ・スプレー缶
❶中身を完全に使い切り、カラになったか確認する。
❷火気のない風通しの良い屋外で穴を開けて出す。
❸フタを外して出す。（フタは「プラマーク容器包装類」へ）

充電式電池、ボタン電池、
モバイルバッテリー等

❶段ボールなどの包装は外して出す。
❷割れないように注意して収集容器に入れてください。

●汚物は取り
　除いてから出す。
●汚物は取り
　除いてから出す。

▼資源化できない紙類 ▼紙おむつ

◀金属類

▼木くず類 ❶直径1㎝程度の物は、長さ20㎝程度に切って出す。
❷直径1～5㎝程度の物は長さ1m程度に切ってひもでしばり
　「燃やせないごみ」の日に出す。
❸直径5㎝を超える枝木は処理できないので、出さないでください。

民間の処理業者に依頼してください。

※発火物・金属類、びん類・ペットボトル等を混入しないでください。

●生ごみは、町堆肥センターの原料として優良堆肥になるので、生ごみだけを入れること。
●生ごみ以外（ビニール・プラスチック、金属、ラップ、ビンのフタ、水切りネット等）は混入しないこと。
●残飯は水切りを十分にして出すこと。
●電気式生ごみ処理機で処理された処理物を「ごみ」として出す場合は「生ごみ」として出すこと。
●貝がら類（二枚貝、サザエ等）は入れないでください。（貝がら類は「燃やせるごみ」へ）

※電化製品のコードは、小型家電（拠点収集）ヘ

❶電化製品のコードは、根元から切って出す。
　（機械に巻きつくため）

❷燃やせないごみの中で処理ができない物、金属工具類
（ペンチ・ハンマーなど）金属のかたまり、傘・造花・
ハンガー（鉄製）針金・ワイヤー等については、他の
燃やせないごみと分別してください。（破砕が困難また
処理機械に絡みつく恐れがあるため）

台所生ごみ
卵のから・茶がら 水をよく切ってから

お菓子

小型家電
①デジタルカメラ ②ビデオカメラ ③携帯音楽プレーヤー ④ポータブルDVDプレーヤー ⑤携帯用ラジオ ⑥携帯用テレビ ⑦小型ゲーム機（ゲームコントローラー等）
⑧電子辞書 ⑨電卓 ⑩HDD ⑪リモコン ⑫携帯電話 ⑬電子体温計・血圧計 ⑭電子機器付属品（ACアダプター、充電機器、電気コード類など）

小型家電
①デジタルカメラ ②ビデオカメラ ③携帯音楽プレーヤー ④ポータブルDVDプレーヤー ⑤携帯用ラジオ ⑥携帯用テレビ ⑦小型ゲーム機（ゲームコントローラー等）
⑧電子辞書 ⑨電卓 ⑩HDD ⑪リモコン ⑫携帯電話 ⑬電子体温計・血圧計 ⑭電子機器付属品（ACアダプター、充電機器、電気コード類など）

※いずれも四方23㎝、
　厚さ12㎝以内のもの
※いずれも四方23㎝、
　厚さ12㎝以内のもの

❶個人情報などのデータを消去し、電池を取り外す。取り外した電池は「危険物収集用コンテナ」へ
❷壊れていても出すことができます。 

使い終わったサラダ油、天ぷら油

拠点収集について

持ち込み時間

拠点収集場所

平日　８：30～17：15
（土・日曜、祝日を除く）
役場本庁及び各出張所

ペットボトル
【Pet Bottles】

布・衣 類
【Clothes】

ビ ン 類
【Bottles】

空き缶類
【Cans】

【スチール缶・アルミ缶】

ガス缶類・乾電池
【Spray Cans and Dry Battery】

蛍光灯・白熱灯・LED灯
【Electric Light】

生活金物類
【Metal Items】

紙　　類
【Papers】

白色発泡トレー
発泡スチロール
White Colored Trays

and Styrofoams【 】

プラマーク
容器包装類
【 】Plastic Packaging

and Containers

Recycle Refuse
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陶磁器類
ガラス類
ビニール類
金属類・その他

台所生ごみ
お 菓 子
卵の殻・茶殻

紙 く ず
紙おむつ
木 く ず
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Disposal at a special collection station
Disposal at a special collection station

小型家電

食 用 油

Compact appliances

【Cooking Oil】

台所など見やすいところに貼ってください。

上記の品目は本渡地区清掃センターで処理を
しませんので、工事・作業を依頼した業者や購
入した店に引き取ってもらうか専門の業者（苓
北清掃社37-1035）へご相談ください。

消火器、タイヤ、建設廃材、農機具、発電機、焼却
灰、クロス、石油オイル類、モーター、自動販売
機、風呂釜、ポンプ類、ピアノ、ボイラー、瓦、コン
クリート、ガスボンベ、自動車及びその部品、石こ
うボード、太陽熱温水器、バイク及びその部品、
農業用ビニール、農薬ビン、バッテリー、コンデン
サー、コンプレッサー、家電リサイクル法対象の
4品目〈テレビ（ブラウン管式、液晶・プラズマ
式）、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン（室内・室外機）、
洗濯機・衣類乾燥機〉等

収集しないごみ
持ち込めないごみ
The Refuse We Don’t Collect

カミソリ・ヒゲソリ等の
刃物が付いたものは絶対
に入れないでください。

×ペットボトルの識別表示がない物
×食用油容器
※いずれも「燃やせないごみ」へ

×発泡スチロール製品以外の物
　（チップ状の緩衝材など）
※「燃やせないごみ」へ
×色付きの物、白色でも薄い物、
　コーティングされてつやがある
　物、カップめん等の容器類
※「プラマーク容器包装類」へ

×菓子缶を超える大きさの物
×ペンキ缶・オイル缶
※いずれも「燃やせないごみ」へ
×スプレー缶
※「危険物収集コンテナ」へ

×割れたビン
×耐熱ガラス製品（哺乳ビン、コー
　ヒーメーカー、ガラス製鍋等）
×化粧品が入っていたビン
×コップ等のガラス食器
×油ビン
×板ガラス
×劇薬等が入っていたビン
×ビー玉を取り出すことができな
　いラムネビン
※いずれも「燃やせないごみ」へ

×汚れている物
×濡れている物
×洗剤の箱など汚れがおちない物
×レシート・写真・カーボン紙
×シール・ステッカー
※いずれも「燃やせるごみ」へ

×割れている物
※「燃やせないごみ」へ

×ビニール製品
×プラスチック製品
×金属・ガラス等
※いずれも「燃やせないごみ」へ

×食用油に他の物が混ざっている物
×食用油以外の油
　（自動車のオイル等）
×ラード・バターなどの動物性食用油

在宅医療廃棄物については、下記
お問い合わせまでお尋ねください。

■ごみ出しや収集運搬のお問い合わせは
　苓北町役場 水道環境課【☎35－3335】へお尋ねください。

ごみ出しのルールは守りましょうごみ出しのルールは守りましょう
①「資源物専用収集ボックス」の利用以外は、

町指定袋に入れて出してください。（町指定袋
は、最寄りのスーパー、小売店でお買い求め
ください。）

②ごみは、午前８時00分までにごみ収集ステー
ションに出してください。

③収集日以外の日には出さないでください。
④多量のごみを出すときは、直接本渡地区清掃

センターに搬入するか、町から収集運搬の
許可を受けている業者に依頼してください。

（苓北清掃社・天草環境開発）
⑤地区で決められたルールを守りましょう。

家電４品目は電気店等へ家電４品目は電気店等へ
家電リサイクル法により家電４品目はごみ収

集ステーションには出せません。（本渡地区清掃
センターへの持ち込みもできません。）

これらは、取扱店などに引き取りを依頼してく
ださい。（有料）

パソコンは製造業者等へパソコンは製造業者等へ
使わなくなったデスクトップパソコン（パソコン

本体・ディスプレイ）、ノートパソコンは、ごみ収集
ステーションには出せません。（本渡地区清掃セン
ターへの持ち込みもできません。）

これらは、各製造業者の受付窓口かパソコン
３R推進協議会または国認定事業者のリネット
ジャパンリサイクル㈱にお問い合わせください。

ごみは町指定の
袋に入れ、名前を記載して
出しましょう。

ごみは町指定の
袋に入れ、名前を記載して
出しましょう。

ごみは町指定の
袋に入れ、名前を記載して
出しましょう。

年末・年始、ゴールデンウ
イークなど休日が続く時
は、予め町から収集日程に
ついて広報・告知端末等
によりお知らせします。

ごみ出しのルールは、
　　　　　まず自分から
①決められた時間までに自分の区の

指定場所に出していますか？

②分別は正しくできていますか？

③ごみ袋に名前は書いていますか？

④よその区の収集場所に出していま
せんか？

⑤不法投棄はしていませんか？
　不法投棄は法律により厳重に処罰

されますので絶対にやめましょう!!

令和６年３月発行
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❶洗う→開く→乾かす
❷プラスチック類などを取り除く。
❸紙パックマーク付きのものとアルミ
　コーティングのものを分けて出す。

❶洗う→開く→乾かす
❷プラスチック類などを取り除く。
❸紙パックマーク付きのものとアルミ
　コーティングのものを分けて出す。

（焼酎、豆乳、ジュース、
  アルミ等のコーティング
     がされた飲料用パック）

（焼酎、豆乳、ジュース、
  アルミ等のコーティング
     がされた飲料用パック）

牛乳パック その他紙パック

▲プラマーク

※透明、茶色、その他の色に分別してください。

みなさまのご協力により、令和４年度は2,905,836円の資源物売払収入がありました。この収入は町の環境事業の推進に役立てられています。

×ストロー・スプーン・フォーク類、
　歯ブラシ、荷造りヒモ等・PPバンド
×硬質プラスチック製品
　（おもちゃ・バケツ等）
×ラップ類
※いずれも「燃やせないごみ」へ
×紙製のカップめんの容器
※「燃やせるごみ」へ

×中身の入ったカセットボンベ・
　スプレー缶

×汚れている物
×濡れている物
×ビニール、ゴム製の材質の物
×毛糸、ワタの入った物
　で再利用できない物
×ふとん、毛布、枕、座布団、カーテン類
※いずれも「燃やせないごみ」へ
×包丁・ナイフなどの刃物
×プラスチック製の調理器具
×電気製品類
×ガス器具類
※いずれも「燃やせないごみ」へ

❶食用油が入っていた空きボトルやペットボトル容器の７割程度まで入れて、ビニール袋等に包んで出してください。❷空き容器がない場合や、量が多い場合は
収集場所にある収集容器に入れてください。各区での収集が順次始まっています。❸拠点収集も行っています。容器のまま収集コンテナに出してください。

地　区　名 曜　日

毎週
　祝日や年末年始休
暇等により、収集日
を変更する場合は、
告知端末等でお知ら
せします。

月・木 曜日

火・金 曜日

毎週

坂瀬川地区

志岐地区（年柄区を除く）

富岡地区

都呂々地区及び年柄区


